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経過措置料金規制の趣旨について

• 2017年４月のガス小売全面自由化の目的の一つは、小口需要に係る需要家の獲得競争に競争原理を導
入することにより、小売料金の低廉化などを通じた需要家利益の増進を図ること。

• 他方、他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が認められない場合には、いわゆる「規
制なき独占」に陥ることも想定されるなど、競争によって需要家の利益を増進することを見込むことができない。

• このため、小売全面自由化後において、ガス小売事業者が設定する料金は自由であることが原則であるものの、
上記のような場合には、需要家の利益を保護する必要性が高いことから、経済産業大臣が指定した供給区
域等において小売料金規制を存置することとしたものが経過措置料金規制であり、当該指定事由がなくなっ
たと認める時は、規制を解除することとしている。

• 2015～16年のガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制の指定・解除基準に係る議論が行わ
れ、整理された基準は処分基準等（※１）として規定されている。当該基準に則して、旧一般ガスみなしガス小
売事業者12者に対して経過措置料金規制が課されることとなり、現在も経過措置料金規制が存置されている
旧一般ガスみなしガス小売事業者は４者（※２）である。

（※１）「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十二条第一項及び第二十八条第一項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等」

（※２）東邦ガス、日本ガス（南平台、初山地区）、熱海ガス、南海ガス（2026年1月23日時点）

• なお、規制の解除に当たっては、解除基準を満たしているかどうかに加え、適正な競争関係が確保されていると
は評価し難い他の事由がないかどうかもしっかりと確認しながら、総合的に判断することとしている。

＜電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第47号）＞ ※附則抜粋
第二十二条 みなしガス小売事業者（附則第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。）は、当分の間、正当な
理由がなければ、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給区域又は供給地点であって、ガス小売事業者（第五号新
ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者をいう。附則第二十八条第一項において同じ。）間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当
該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの（以下「指定旧供給区域等」とい
う。）における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの（次条第二項において「指定旧供給区域等需要」という。）に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給
（以下「指定旧供給区域等小売供給」という。）を拒んではならない。

２ 経済産業大臣は、指定旧供給区域等について前項に規定する指定の事由がなくなったと認める時は、当該指定旧供給区域等について同項の規定による指定を解除するも
のとする。 1



【参考】第29回ガスシステム改革小委員会（2016年２月23日）資料３から抜粋 
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【参考】第30回ガスシステム改革小委員会（2016年３月31日）資料４から抜粋 
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経過措置料金規制の解除基準について

• 経過措置料金規制については、次の➀～④のいずれかに該当する場合に解除ができることとされているが、その
いずれかに該当する場合であっても、適正な競争関係が確保されていると認められない場合には、解除を行わ
ないものとされている。

経過措置料金規制解除基準

4

✓ 独占禁止法においては、市場シェアが50％超であることが「独占的状態」の要件の１つ。
✓ 市場シェア（都市ガス利用率）が50％以下である場合には、他燃料事業者・他ガス小売事業

者による十分な競争圧力が働いているものと考えられる。

✓ 旧一般ガスみなしガス小売事業者の獲得件数の半数以上を、他燃料事業者・他ガス小売事業
者が獲得している場合には、十分な競争圧力が働いているものと考えられる。

✓ 直近の競争状況を正しく評価する観点から、直近３年間の合計ベースで判断。

✓ 公正取引委員会が公表している主要な企業結合事例では、シェア10%以上の競争者が存在
し、かつ当該競争者に十分な供給余力がある場合には、当該競争者は有力な競争者であり、
企業結合を行おうとする者に対する牽制力として機能すると評価されていることが一般的。

✓ したがって、他のガス小売事業者の販売量シェアが10％以上であり、かつ十分な供給余力がある
場合には、他のガス小売事業者による十分な競争圧力が働いているものと考えられる。

✓ 小売料金の低下が継続的に進んでいる場合には、他燃料事業者・他ガス小売事業者からの十
分な競争圧力が働いている可能性が高い。

✓ 多数の需要家が自由料金メニューによって供給を受けることとなり、指定旧供給区域等小売供給
約款に基づく料金メニューで供給を受ける需要家が限定的となっている場合には、経過措置料金
規制を課す必要性が乏しいと考えられる。

②直近３年間のフロー競争状況

④小口料金平均単価の３年連続

 下落及び経過措置料金件数

と自由料金件数

①当該事業者の都市ガス利用率

が50％以下

③他のガス小売事業者の販売量

 シェアが10%以上

趣旨



【参考】第29回ガスシステム改革小委員会（2016年２月23日）資料３から抜粋 
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【参考】第30回ガスシステム改革小委員会（2016年３月31日）資料４から抜粋して一部加工 
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【参考】第30回ガスシステム改革小委員会（2016年３月31日）資料４から抜粋 
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【参考】指定解除基準（「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十二条第一項及び第二十八条第一項
の経済産業大臣の指定に係る処分基準等」から抜粋）
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第三 改正法附則第二十二条第二項の経済産業大臣の指定の解除
改正法附則第二十二条第二項の経済産業大臣の指定の解除については、同項に解除の基準が定められているところであるが、より
具体的には次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかの場合に該当する場合であっても、当該指定旧供給区域等に
係る旧一般ガスみなしガス小売事業者が（１）の場合に該当させることを目的として、その従業員に営業活動の縮小等を指示したこ
とにより（１）の場合に該当する場合その他の適正な競争関係が確保されていると認められない場合には、当該解除を行わないものと
する。
（１）改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行日（平成二十九年四月一日）以後における他のガス小売事業者との競争
関係も踏まえ、第一（１）①若しくは②又は第一（２）①若しくは②のいずれかに該当しなくなった場合。ただし、第一（１）②
又は第一（２）②に該当しなくなった原因が他のガス小売事業者によるガスの供給を採用した新築物件の件数又は他のガス小売
事業者によるガスの供給に切り替えた既築物件の件数である場合にあっては、①当該他のガス小売事業者に十分な供給余力があ
ること及び②当該指定旧供給区域等の小口需要におけるガスの小売全面自由化に係る認知度が百分の五十以上であること。

（２）以下の評価式を満たす場合であって、他のガス小売事業者に十分な供給余力があること。
Ａ／Ｂ≧０．１
・Ａ：直近一年間の当該指定旧供給区域等における小口需要に係る他のガス小売事業者によるガス販売量
・Ｂ：直近一年間の当該指定旧供給区域等における小口需要に係る総ガス販売量

（３）①当該指定旧供給区域等における直近三年間の小口需要（旧一般ガスみなしガス小売事業者によるガスの供給を採用す
るものに限る。以下この（３）において同じ。）に係る小売料金の平均単価が連続して下落していること及び②当該旧一般ガスみ
なしガス小売事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件でガスの供給を受ける小口需要の直近の件数が当該指定旧供
給区域等において指定旧供給区域等小売供給約款に基づいてガスの供給を受ける小口需要の直近の件数と同等以上であること。



本日御議論いただきたい事項について

• ガス小売全面自由化後において、ガス小売事業者が設定する料金は自由であることが原則。他方で、事業者
間の適正な競争環境が認められないこと等により、使用者の利益を保護する必要性が高い場合に、経済産業
大臣が指定した一部の供給区域等においては経過措置料金規制を存置してきたが、これらの規制についても、
順次、解除を進めてきた（12者→4者までに減少）。

• こうした中、大手３社（東京ガス、大阪ガス及び東邦ガス）については、2020年に各社より報告された内容が
解除基準を満たしたことから、2020～21年に規制解除に係る議論が行われ、東京ガス及び大阪ガスは規制
が解除されたが、東邦ガスについては、ガスの受注調整を行ったことによる公正取引委員会の立入検査が行
われていたため、当時は解除を見送られた。

• 東邦ガスによる都市ガスの不正受注事案については、業務改善計画のフォローアップが2025年９月に終了
したところであり、こうした状況を踏まえ、第３回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会（2025年10月31
日）において、改めて、同社に係る競争状況を確認した上で、経過措置料金規制の解除可否に係る議論を
行うこととされた。また、この議論については、本WGにおいて議論を行い、その結果を次世代電力・ガス事業基
盤構築小委員会に報告することとされたところである。

• 本日は、東邦ガスから報告された指定旧供給区域等（以下「指定旧」という。）の状況が、解除基準を充足
すると判断できるかなどについて、御議論いただきたい。

9



【参考】第３回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会（2025年10月31日）資料７から抜粋 
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解除基準の充足状況 ①当該事業者の都市ガス利用率が50％以下

• 本基準は、直近の当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の家庭用調定件数を直近の旧供給区域世帯数で
除して算出した値が50%以下であるかどうか、で判断を行う。

• 東邦ガスは本基準を満たしていない。

東邦ガス

都市ガス利用率（※） 50.6％

【参考】経過措置料金規制を課した際の都市ガス利用率 66.1％

解除基準①の状況 ※東邦ガス提出のガス関係報告規則附則第３条の規定に基づく報告書から引用（2025年８月提出）

（※）家庭用調定件数（万件）/旧供給区域内一般世帯数（万件）×100 で計算。

11



解除基準の充足状況 ②直近３年間のフロー競争状況

• 本基準は、小口需要（※１）に係る新築・既築物件について、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者による都
市ガス供給採用件数✕１/２≦当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の都市ガス利用率を踏まえた他のガ
ス小売事業者による都市ガス供給採用件数・他燃料採用件数を満たすかどうか、で判断を行う。

• また、上記の式を満たすことに加えて、小口需要におけるガスの小売全面自由化に係る認知度が50％以上で
あること及び他の小売事業者に十分な供給余力があることが必要である。

• 東邦ガスは上記式を満たし、かつ認知度が50％以上であるが、十分な供給余力があることについては後述する。

解除基準②の状況

東邦ガス

小売全面自由化に係る認知度 60.8％

出典：令和６年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業（ガス小売全面自由化広報フォローアップ調査）報告書

（※１）小口需要とは年間使用量10万㎥未満の需要をいう。

※東邦ガス提出のガス関係報告規則附則第３条の規定に基づく報告書から引用（2025年８月提出）
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東邦ガス

左辺
（＝②）

①旧一般ガスみなし小売事業者による都市ガス供給採用件数 約18万件

②①✕１/２ 約９万件

右辺
（＝③/④×⑤）

③ 0.5（※２）

（※2）指定を行わない場合の都市ガス利用率の上限値である50%を意味する。

④都市ガス利用率 51％

⑤他のガス小売事業者による都市ガス供給採用件数・他燃料採用件数 約19万件

右辺と左辺の大小関係
左辺≦右辺

（９万≦19万）



解除基準の充足状況 ③他のガス小売事業者の販売量シェアが10%以上

• 本基準は、直近１年間の小口需要に係る都市ガス販売量における他のガス小売事業者のシェアの合計が
10%以上であり、かつ、当該他のガス小売事業者に十分な供給余力があるかどうか、で判断を行う。

• 東邦ガスの指定旧における他のガス小売事業者の販売量シェアは10％以上となっているが、十分な供給余力
があることについては後述する。

東邦ガス

指定旧における直近１年間の小口需要に係る他のガス小売事業者の販売量シェア（※） 17.7％

（※）東邦ガスの指定旧においてガス小売事業を営むガス小売事業者に対して、ガス事業法に基づく報告徴収を実施して集計

東邦ガスの指定旧に参入しているガス小売事業者一覧（2025年３月末時点）
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解除基準③の状況 ※東邦ガス提出のガス関係報告規則附則第３条の規定に基づく報告書から引用（2025年８月提出）

・東邦瓦斯株式会社

・東京電力エナジーパートナー株式会社

・中部電力ミライズ株式会社

・株式会社サイサン

・株式会社ガスパル

・株式会社ファミリーネット・ジャパン

・エバーグリーン・マーケティング株式会社

・株式会社ＰｉｎＴ

・エフビットコミュニケーションズ株式会社

・株式会社エクスゲート

・株式会社アースインフィニティ

・株式会社グローバルエンジニアリング

・Ｔ＆Ｔエナジー株式会社

・東京エナジーアライアンス株式会社

・ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

・株式会社エルピオ

・株式会社エコログ

・株式会社ストエネ

・株式会社フォーバルテレコム



解除基準の充足状況 ④小口料金平均単価の３年連続下落及び経過措置料金件数と自由料金件数

• 本基準は、小口需要に係る小売料金の平均単価が３年間連続して下落しており、かつ、経過措置料金メ
ニューによって供給を受ける需要家の数≦自由料金メニューによって供給を受ける需要家の数を満たすかどう
か、で判断を行う。

• なお、小口需要に係る小売料金の平均単価（※）について、ガス販売量は気温等の影響により変動するが、平
均単価はガス販売量の増加に伴って低下する傾向であるため、例えば、前年に比べて暖冬である等の事情が
あった場合はガス販売量が低下し、平均単価が上昇する可能性がある。

• 東邦ガスは本基準を満たしていない。

東邦ガス

大小関係 経過措置料金件数＜自由料金件数

直近３年間の小口需要に係る小売料金の平均単価が連続して下落 満たさず

解除基準④の状況

（※）東邦ガス提出のガス関係報告規則附則様式第２第４表から引用。なお、原料費や公租公課などの外生的要因による平均単価の変動分は捨象
している。
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※東邦ガス提出のガス関係報告規則附則第３条の規定に基づく報告書から引用（2025年８月提出）



十分な供給余力について（総論）

• 十分な供給余力については、経過措置料金規制の解除基準として規定された趣旨、及び2020年当時に整
理された内容との整合性を確保する観点から、前回同様の視点を考慮して総合的に判断することとしたい。

15

第28回 電力・ガス基本政策小委員会
（2020年10月30日）資料４から抜粋



十分な供給余力について（供給力確保義務との関係）

• 気温等の変化によって変動し得るその需要家の需要に見合った十分な供給能力を確保することにより、需要
家保護に万全を期すという趣旨から、ガス事業法に基づき、ガス小売事業者には供給力確保義務が課されて
いるところであり、需要の上振れ等の可能性に対応するため、一定の供給予備力を確保することが適当。

• この供給力確保義務が中長期的に履行され得るか否かについては、ガス小売事業者がガス事業法に基づき届
け出る供給計画において確認しているが、具体的には、最大ガス需要（※1）が見込まれる時間帯における当該
最大ガス需要の見込みに応ずるための供給能力の確保の見込みを確認することとしている。

• 東邦ガスの指定旧において最大の販売量シェアを有する新規参入者の供給力の確保状況を、届け出られた
2025年度の供給計画に基づいて確認したところ、2025年度から2029年度までの期間において、最大ガス
需要見込みに応ずるための十分な供給能力（※２）を確保できる見通しであることを、事務局において確認す
ることができた。

（※１）当面見込まれる小売供給の相手方のガスの需要の最大値のこと。
（※２）自社ガス製造設備のうち、最大ガス需要が見込まれる時間帯において、供給能力として見込むことができるもの及び他事業者からの購入量の合計値を基礎として判断

出典：ガス事業法施行規則様式第15

最大ガス需要見込みに応ずるための、十
分な自社ガス発生量及び他事業者から
の購入量があるか
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【参考】第23回ガスシステム改革小委員会（2015年９月15日）資料６から抜粋 
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十分な供給余力について（東邦ガスによるコミットメント）

• 大手３社に係る解除の議論が行われた際には、他のガス小売事業者が外部から調達する供給力を将来にわ
たって十分に確保することを含め、十分な供給余力の確保のために競争上の観点から必要と考えられる事項に
ついて、電力・ガス取引監視等委員会（以下「監視等委」という。）に対して意見聴取を実施。

• 監視等委において議論が行われた結果、規制の解除を行うためには、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者
から、次の意思表明がなされている必要があるとの回答があり、当時、東邦ガスを含む大手３社からそれぞれ
コミットメントを行っているところ。

①他の事業者から、ガス製造に係る業務（熱量調整や付臭など一部工程に係る業務を含む。以下同じ。）の委託の依頼が
あった場合には、設備余力がないなどの理由がない限りは、それを受託する。特に、既にガス製造に係る業務の委託契約を締
結している事業者がその業務の継続を希望する場合には、止むを得ない理由がない限りは、それを継続する。

②他の事業者から、ガスの卸供給の依頼があった場合には、供給余力がないなどの理由がない限りはこれを行う。

③「スタートアップ卸」について、旧一般ガスみなしガス小売事業者の小売事業との競争性を確保できる価格水準で都市ガスを調
達できる環境を整備し、新規参入を支援するために開始された趣旨を踏まえ、利用実績が上がるよう、積極的に取り組む。こ
の際、卸価格の設定に当たっては、「旧一般ガスみなしガス小売事業者の標準メニューの最も低廉な小売料金から一定の経
費を控除し算定した上限卸価格の下で、卸元事業者と利用事業者が個別に卸価格を交渉する」ものとされていることを踏ま
え、他の事業者からの求めに応じて誠実に交渉を行い、対応する。

• また、監視等委においては、当該コミットメントの遵守状況についてのフォローアップを定期的に実施しており、
2025年８月にも2024年度の卸取引を対象にフォローアップが行われているが、問題となる行為は確認され
なかった。

• 今回、東邦ガスがコミットメントを遵守していることを確認したことから、これをもって他のガス小売事業者に十分
な供給余力があることと判断してはどうか。
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【参考】第327回電力・ガス取引監視等委員会（2021年５月28日）資料３から抜粋 
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【参考】第31回電力・ガス基本政策小委員会（2021年３月10日）資料３－１から抜粋 
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東邦ガスの経過措置料金規制の解除について

東邦ガス

①当該事業者の都市ガス利用率が50％以下
×

（50.6％）

②直近３年間のフロー競争状況 ○

③他のガス小売事業者の販売量シェアが10%以上
○

（17.7％）

④小口料金平均単価の３年連続下落及び経過措置料金件数と自由料金件数 ×

備考
• 他のガス小売事業者に十分な

供給余力があると認められる。

東邦ガスの状況まとめ

• 東邦ガスの基準達成状況を整理すると下図のとおり。

• 経過措置料金規制を解除するに当たっては、以下①～④の解除基準のいずれかを満たしているかどうかに加え、
「適正な競争関係が確保されていると認められない」事由がないかどうかもしっかりと確認しながら総合的に
判断することとしているところ、消費者を含めた関係者からの御意見を広く聴取する観点から、パブリックコメント
を実施し、その結果を踏まえて最終的に解除して差し支えないか判断することとしている。

• 本件についても、今後、パブリックコメントの結果や監視等委への意見聴取の結果を踏まえて、解除して差し
支えないかどうかを総合的に判断することとしてはどうか。

• なお、仮に経過措置料金規制が解除されることとなった場合でも、解除の日から３年間は特別な事後監視を
実施し、小売料金の合理的でない値上げが行われていないか確認することで、需要家の利益を保護していくと
ともに、更なる競争促進策を通して、需要家利益の増進を図っていく。
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今後のスケジュール（案）について

【2026年】

１月23日：第６回ガス事業環境整備WG（東邦ガスの経過措置料金規制の解除基準について）

：指定の解除に係るパブリックコメントの募集（～2/21）

※パブリックコメントの終了後、電力・ガス取引監視等委員会への意見聴取を経て最終的に判断
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【参考】第30回ガスシステム改革小委員会（2016年３月31日）資料４から抜粋 
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【参考】第28回ガスシステム改革小委員会（2016年２月５日）資料８から抜粋 
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【参考】第28回ガスシステム改革小委員会（2016年２月５日）資料８から抜粋 
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